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第３章 自然に囲まれた快適なくらしのまちづくり 

 

第１節  生活基盤・環境の整備  

１．地域色を活かした土地利用の推進  

現状と課題  

本市は、生活物資の流通拠点である重要

港湾名瀬港があり、今まで奄美群島におけ

る政治・経済・文化等の中心的役割を担っ

てきた名瀬地区や、空の玄関口として人的

交流の拠点である奄美空港があり、奄美大

島本島内でも平地が多く農業が盛んな笠利

地区、また、急峻な山々に囲まれマングロ

ーブなどの多様な自然環境が広がる住用地

区と、地域性の違う３地区で成り立ってい

ます。 

名瀬地区においては、急峻な山に囲まれ、

平地が少なく、公有水面の埋立て事業や土

地区画整理事業などにより、都市機能の基

盤整備を進め、市街地を形成してきました。 

しかしながら、中心市街地では、進展す

る車社会への対応の遅れ、新市街地の形成

による郊外への人口の流出、郊外への大型

店の進出による商業機能の衰退、建物の老

朽化や密集化による都市防災面での課題な

ど、中心市街地の再生に向けた取組が求め

られております。 

また、住用・笠利地区においては、近年、

集落人口の減少や少子高齢化が進み、集落

活力の低下が懸念されています。一方、そ

の地域には、スローライフ的な生活、豊か

な人情味や自然環境、シマ唄や八月踊り等

の伝統文化など多くの地域資源が残されて

おり、それぞれの地域の特性を活かした地

域づくりが必要となっています。 

近年では、「世界自然遺産」登録に向けた

取組や自然環境の保全が推進されており、

今後とも、人と自然との共生する地域づく

りが基本であり、開発と保全のバランスの

とれた適正な土地利用が必要となっていま

す。 

今後は、多様化する市民生活へのニーズ

を的確に把握し、中心市街地の再生・活性

化、快適な生活環境づくり、地域色を活か

した活力ある集落づくりなど、それぞれ地

域の実情や特性に応じたまちづくりを進め

ていくことが必要です。 

土地取引の円滑化や効率化を図り、健全

な土地利用計画の実施や円滑な公共事業等

の推進を図っていくために、計画的に地籍

調査を進めていくことが必要です。  

 

（計画目標） 

＊中心市街地整備進捗率  

平成 27 年度  59.3％ →  

平成 32 年度  100％ 

＊地籍調査進捗率  

平成 27 年度  30.8％ →  

平成 32 年度  36.6％ 

 

施策の方向  

(1)中心市街地の再生・活性化  

○名瀬港本港地区（マリンタウン地区）と

連携した「みなとまち名瀬」の顔として、

みなとづくり・まちづくり・みちづくり

を一体的に推進し、奄美群島の郡都にふ

さわしい総合的なまちづくりを推進しま

す。 

○中心市街地においては、土地区画整理事

業等により、都市基盤整備と商業施設の

再編を図り、居住・商業環境の向上と都

市防災機能の強化に努め、また、土地の
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有効かつ高度利用を促進し、にぎわいの

ある魅力的なまちづくりを推進します。 

○名瀬港本港地区（マリンタウン地区）に

おいては、県施工の岸壁の耐震強化や防

災拠点となる緑地の整備を促進するとと

もに、中心市街地の整備と連携した都市

機能用地を確保し、中心市街地を補完し

た広域的なみなとまちづくりを推進しま

す。 

○魅力ある中心市街地を形成するため、バ

リアフリーやユニバーサルデザイン※ 1

に配慮した環境整備や奄美らしい個性あ

る景観整備に努めます。 

○「都市計画マスタープラン」や「奄美市

中心市街地活性化基本計画」などの計画

に基づき、ハード施策とソフト施策を一

体的に推進し、中心市街地の再生・活性

化を図ります。 

 
※1【ユニバーサルデザイン】  

高齢者や障害者の方々をはじめ全ての人々が安心して
利用できるような施設・製品・情報の設計（デザイン）。  

 

（主な取組） 

■末広・港土地区画整理事業の推進 

■名瀬港本港地区（マリンタウン地区）整備

事業の推進  

■国道５８号おがみ山バイパス事業の早期

整備促進 

■都市再生整備計画事業を活用したハード・

ソフト事業の推進  

■「奄美市中心市街地活性化基本計画」に

基づく事業の推進  

■バリアフリーやユニバーサルデザインへ配

慮した取組の促進 

 

 

 

 

 

(2)適切な土地利用の推進  

○自然環境に配慮しながら各種事業を実施

し、人と自然が共生する地域づくりに努

めます。 

○それぞれ地域の実情や特性に応じて、都

市的土地利用と農業的土地利用及び自然

的土地利用との調和を図りながら、適正

かつ合理的な土地利用を推進します。 

○「都市計画法」や「農業振興地域の整備

に関する法律」などの法令や条例に則っ

た適正な土地利用を推進します。 

○市・県有地等における未利用地について、

地域経済や市民生活の向上に資する土地

利用が図れるよう、有効な活用方策を国、

県等と連携し検討していきます。 

○健全な土地利用計画の実施や円滑な公共

事業等の推進を図っていくために、関係

機関との連携を強化し、計画的に地籍調

査事業を実施していきます。 

（主な取組） 

■「都市計画マスタープラン」や「農業振興基

本計画」などの地区計画に基づいた総合

的・計画的な土地利用の推進 

■地域振興（活性化）に向けた「地区計画」

の策定  

■関係機関との連携による適切な調査区域

の設定、調査事業の推進  

■土地情報システムの充実・各システムとの

連携強化  

 

２．快適な生活空間の創出  

現状と課題  

良好な居住環境の確保は市民生活の基本

であり、名瀬地区の市街地では、これまで

土地区画整理事業や公有水面埋立て事業等

による面的整備と連携を図り、公園、上・
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下水道の基盤整備を進め、良好な住環境の

形成を図ってきました。しかしながら、名

瀬地区の市街地では、都市基盤が未整備な

地区や老朽化した木造住宅が密集した地区、

また、山裾地区の土砂災害危険区域等に家

屋が密集している地区などが見られ、今後

も居住環境の整備が必要とされています。

また、住用地区や笠利地区においては、過

疎・高齢化が深刻な課題であり、集落機能

の維持、活力の向上のためには、生活基盤

の整備・改善を進め、定住人口の拡大が求

められています。今後も、進行する少子高

齢化社会や多様化する市民生活へのニーズ

に対応するため、安全で快適に暮らせる居

住環境の整備に取り組むとともに、ユニバ

ーサルデザインやバリアフリーへ配慮した

人にやさしいまちづくりの推進が求められ

ています。 

本市の住宅事情は、総数の約５０．６％

が持ち家、約４９．４％が借家の形態とな

っており、借家の割合では依然として公営

住宅への依存度が高い状況となっています。

本市では、昭和３０年代から市営住宅の建

設に着手して以来、これまで市や県におい

て公営住宅の建設を進め、また、近年では、

民間事業者による賃貸住宅の建設も進んで

おり、量的にはほぼ充足されつつあります。

しかしながら、多くの公営住宅は建設から

相当の年数が経過し老朽化した住宅や狭小

の住宅、今後耐用年数を迎える住宅への対

応など、計画的な整備・改善が求められて

います。今後も、それぞれ地域の実情を踏

まえ、高齢者や若者等の多様なニーズに対

応した誰もが安心して暮らせる住宅や居住

環境の整備が必要です。 

公園・緑地は、市民の憩いの場や災害時

の避難地等として、重要な役割を担う公共

空間です。本市における公園・緑地は、こ

れまで都市計画事業や観光拠点整備事業等

により整備を進めてきており、地域コミュ

ニティの形成や観光交流の場として利用さ

れています。都市公園では、概ね整備水準

を満たしているところですが、施設が老朽

化している箇所も見られ、公園施設長寿命

化計画に基づく計画的な整備・改善が必要

となっています。また、総合運動公園は、

市民のスポーツ・レクリエーションの場と

して、また、陸上競技等のスポーツ合宿と

しての利用促進が図られておりますが、施

設の老朽化が見られるため、公園施設長寿

命化計画に基づく計画的な整備が必要とな

っています。 

水道は、市民生活を支える必要不可欠な

基盤施設であり、本市の上水道は、昭和３

０年度に事業に着手して以来、市民へ安定

した水を供給するため、大川ダムや浄水場

の整備など各水道施設の整備拡充を進めて

きました。簡易水道としても、名瀬地区の

郊外地域の整備を進め、平成１８年度の市

町村合併後には、住用地区、笠利地区にお

いて整備に取り組んでいるところでありま

す。また、平田浄水場においては施設の更

新事業に着手しており、今後は老朽化した

配水管等の更新を計画的に行うなど、安定

した生活用水の供給と効率的な事業運営が

必要となっています。 

生活排水対策としては、昭和５１年度に

旧名瀬市において、公共下水道事業に着手

して以来、それぞれの地域の実情に応じて、

公共下水道事業・特定環境保全公共下水道

事業・農業集落排水事業・合併浄化槽設置

整備事業の各種事業に取り組んでおります
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が、施設の適正な維持管理と接続率の向上

等、計画的な生活排水対策を図る必要があ

ります。公共下水道事業及び農業集落排水

事業は、施設の老朽化が進行していること

から、「長寿命化計画」、「機能診断・最適化

構想」を策定し、施設の改築・更新を計画

的に行っていき、これからも、「奄美市汚水

処理施設整備構想」に基づき、整備を推進

していきます。 

快適な生活のためには、大気の汚染、河

川等の汚濁、有害虫の拡散など、さまざま

な側面からの環境対策が求められています。

環境問題は、日常の市民生活や事業活動か

ら発生しているものが多く、行政はもとよ

り、事業者、市民がそれぞれの役割を理解

し、環境保全に向けた取組を推進していく

ことが必要です。本市の生活環境の整備で

は、依然として過密状態にある市有永田墓

地の整備、老朽化したと畜場の早期建て替

え、長浜旧ごみ焼却場・旧し尿処理場の早

急な取り壊しと跡地利用計画などが課題と

なっており、市民の理解を得ながら全庁的

に取り組んでいくことが必要です。 

景観は、それぞれ地域ごとの歴史、地勢

や生態系などの風土、文化や伝統、私達一

人ひとりの暮らしや経済活動等と、技術の

進歩や法律等の制度が背景となってつくら

れるものです。本市には、豊かな美しい自

然、地域独自の歴史や文化を感じされる史

跡や名勝など、貴重な景観資源が残されて

おり、今後、観光を含めたまちづくりに景

観資源を活かしていく必要があります。 

 

（計画目標） 

＊土地区画整理整備率  

平成 27 年度  93.2％ →  

平成 32 年度  97.2％ 

＊市営住宅の未水洗化戸数（水洗化整備） 

平成 27 年度  252 戸 →  

平成 32 年度  106 戸 

＊汚水処理人口普及率  

平成 27 年度  93.5% →  

平成 32 年度  96.2％ 

＊景観形成・環境保全活動支援事業実施団

体数 

   平成 27 年度  34 団体  →  

平成 32 年度  117 団体 

 

施策の方向  

(1)人にやさしいまちづくりの推進  

○高齢者や障害者をはじめ観光などで街を

訪れるすべての人が歩きやすく・わかり

やすい市街地の形成を目指し、バリアフ

リーやユニバーサルデザインに配慮した

環境整備と街の案内や情報提供の整備を

推進します。 

○良好な景観の形成と風致を維持していく

ため、市街地地区では、公衆に対する危

害を防止するために、県の条例に基づき

屋外広告物の適正な管理に努めるととも

に、 農山村地区においては、周辺の自然

や歴史・文化と調和した環境の整備に努

めます。 

○地域の持つ景観資源の保全と活用並びに

環境美化の取組を推進します。 

○市民や事業者及び行政が景観形成に対す

る認識を高め、相互の役割を理解し、市

民とともに景観形成の推進に努めます。 

○「人にやさしいまちづくり」を促進する

ため、市民と協働したまちの環境づくり

に努めます。 

○国へ無電柱化の推進について要望すると

ともに、世界自然遺産に向けてふさわし

い景観整備を推進します。 
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（主な取組） 

■道路修景整備事業、情報板や案内板整

備事業等の推進  

■歩道や公共施設等のバリアフリー化・ユニ

バーサルデザイン化の整備促進 

■屋外広告物の規制と適正な管理 

■景観に関する計画策定や条例制定の検討  

■景観形成・環境保全活動助成金制度の

活用促進 

 

(2)居住環境の整備  

○土地区画整理事業及び名瀬港本港地区

（マリンタウン地区）整備事業等の推進

により、良好な宅地の供給を図り、安全

で快適な居住環境の創出に努めます。 

○山裾地区の土砂災害危険区域等において、

県と連携し防災対策や住宅移転事業等を

推進し、防災面の強化と生活環境の向上

に努めます。 

○「住宅マスタープラン」に基づき、計画

的に公営住宅等の整備改善を図っていき

ます。 

○民間事業者による住宅供給の動向を見極

めながら、既存住宅の有効活用を図り、

市民の多様なニーズや地域の実情に対応

した公営住宅の供給に努めます。 

○老朽化した住宅の改修や修繕、住宅の空

き状況の情報提供など、適正な住宅の維

持管理に努めます。 

○高齢化社会に対応したバリアフリー化な

どを進め、住宅の安全性や快適性の確保

に努めます。 

○定住促進施策については、引き続き定住

促進住宅の整備に取り組むほか、空き家

バンク制度や移住支援情報の充実、ＵＩ

ターン者向け住宅購入費・リフォーム助

成制度を推進します。 

（主な取組） 

■末広・港土地区画整理事業の推進 

■名瀬港本港地区（マリンタウン地区）整備

事業の推進  

■急傾斜地崩壊対策事業や砂防事業の促進  

■小宿土地区画整理事業の導入・推進  

■「住宅マスタープラン」、「既設市営住宅長

寿命化計画」の実施 

■公営住宅整備事業及び既存公営住宅の

外壁落下対策・水洗化切替えなどの改修

事業の推進  

■高齢者や障害者へ対応したバリアフリー住

宅整備の推進  

■定住促進住宅の整備、空き家バンク制度

や移住支援情報の充実、ＵＩターン者向け

住宅購入費・リフォーム助成制度の推進 

 

(3)公園・緑地の充実  

○「公園施設長寿命化計画」に基づき、既

存公園施設の計画的な整備改善に務めま

す。 

○誰もが安心して使いやすい公園を目指し、

公園施設の安全性や利便性の向上に努め

ます。 

○市民のスポーツ・レクリエーション活動

の充実やスポーツ合宿等の交流拡大を目

指し、総合運動公園の整備改善・機能の

充実を図ります。 

（主な取組） 

■公園施設長寿命化計画に基づく公園施設

の整備改善  

■太陽が丘運動公園、あやまる公園、内海

公園整備事業の推進  
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(4)上・下水道施設の整備  

○安全で安定した生活用水を供給するため、

計画的に水道施設の整備・拡充や老朽化

した施設の更新を推進します。 

○快適な生活環境の改善や公共水域の水質

保全のため計画的な下水道施設の整備や

維持管理の適正化を推進します。 

○下水道整備区域外における合併処理浄化

槽設置を促進します。 

（主な取組） 

■平田浄水場更新事業の推進 

■簡易水道統合事業の推進 

■老朽化水道施設の計画的な改修・更新  

■公共下水道事業・特定環境保全公共下

水道事業・農業集落排水事業の推進 

■合併処理浄化槽設置整備事業の促進  

 

(5)生活環境対策の強化  

○大気汚染・水質汚濁等の発生の抑制を図

るため、適正な監視体制や指導の強化に

努め、公害防止対策を推進します。 

○衛生的で美しいまちづくりを進めるため、

環境教育・環境学習を推進し、生活環境

の美化に向けた環境美化活動の促進と意

識の向上に努めます。 

○ヤンバルトサカヤスデについて、地域の

実情に応じた効果的なまん延防止対策、

環境整備を推進します。 

○ごみ処理は、広域に収集を行い、焼却施

設の連続運転によるダイオキシンの発生

抑制に努めるとともに、ごみ処理施設の

整備・改善を図ります。 

○市有（永田）墓地の過密化の解消や墓参

道の整備を進め、高齢化等社会情勢の変

化に対応できる墓地行政のあり方を検討

します。 

○斎場及びと畜場は、衛生的で適切な施設

管理及び設備の充実に努めます。 

（主な取組） 

■公共用水域の水質検査 

■ヤスデ防除対策事業 

■ごみのポイ捨て防止条例の施行と周知に

よる環境美化の促進 

■市有墓地の適正な維持管理と施設の整備  

■斎場及びと畜場の衛生的な管理と設備の

充実 

 

第２節  交通体系の整備 

現状と課題  

外海離島である奄美では、道路・港湾・

空港は市民生活や社会経済活動の上で欠か

すことのできない重要な交通基盤です。こ

れまでも、それぞれの機能向上に向け整備

を進めてきましたが、多様化する市民生活

の利便性向上、産業・観光の振興、災害時

等における安全性の確保等から、道路・港

湾・空港の各施設の機能向上・整備充実が

未だ求められています。 

道路については、産業・経済活動の支援

や市民生活の利便性の向上、島内外の人

流・物流の拠点となる奄美空港や名瀬港及

び周辺町村や各集落間の円滑な島内交通の

確保を図るため、国道５８号や県道等の幹

線道路の整備が引き続き必要となっていま

す。名瀬地域の中心市街地では、中心部へ

のアクセスの向上、慢性的な交通混雑の解

消、火災等の災害時における避難・代替機

能を担う道路の整備が必要となっています。

また、日常生活に身近な市街地内や集落間

の生活道路では、幅員が狭く線形が不良で

隘路となっている箇所や橋梁等の施設の老

朽化している箇所が見られ、計画的な整
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備・改善が必要となっています。 

港湾については、名瀬港は生活物資の拠

点施設であり、住民が安心できる生活を支

えるため、震災時に対応できる港湾施設の

耐震強化が必要となっています。名瀬港以

外の各集落の港湾施設については、施設の

老朽化や近年の海面上昇等の環境の変化へ

の対応等が課題となっており、船舶の安全

な運航を確保するため、施設の整備・改善

が必要となっています。 

空港については、島内外交流の重要な拠

点施設であり、航空機の安全運行及び利用

客の利便性の向上を図るため、滑走路等の

施設の維持補修、バリアフリー化等の質の

高い空間の創出など、空港施設の維持補修

と利便性の向上が引き続き必要となってい

ます。 

離島の航路・航空路は、住民生活の利便

性向上と島内外の広域的な交流を促進し地

域の振興を図る上で重要な役割を担う交通

手段であり、今後とも奄美空港、名瀬港、

併せて、本土から奄美群島への海の玄関口

ともなる鹿児島新港区の整備改善が求めら

れています。また、関東・関西・福岡・鹿

児島・沖縄などの航路・航空路線の拡充と

奄美群島航路・航空路運賃軽減事業及び奄

美群島交流需要喚起特別対策事業の継続的

な実施などが求められています。 

本市では、バスが唯一の公共交通機関で

あり、交通弱者等にとっては、住民生活を

おくる上で欠かすことのできない交通手段

であります。これまでも、地方バス路線補

助制度（廃止路線代替バス）等により、地

域住民の日常生活の交通手段の確保を図る

ため、状況に応じた対策を講じてきていま

す。今後も、高齢化社会の進行する中、日

常生活において各地域、集落等の連絡を円

滑にする交通手段の確保は重要な課題です。 

 

（計画目標） 

＊幹線道路整備率（幹線道路 12 路線） 

平成 27年度  66％ → 平成 32年度  71％ 

 

施策の方向  

(1)道路交通体系の整備  

○島内外の人流・物流の交通拠点となる名

瀬港と奄美空港へのアクセス改善と、周

辺町村や各集落間を結ぶ広域的な交通ネ

ットワークの強化を図るため、国道５８

号おがみ山バイパスと主要地方道名瀬・

瀬戸内線（根瀬部・国直工区）、（仮称）

三儀山バイパスや（仮称）有良・大熊バ

イパス等の幹線道路の整備を促進します。 

○各集落間の交流促進や住民生活の安全

性・利便性の向上を図るため、市民生活

に密着した生活道路の整備・改善を推進

します。 

○災害等による他地域との交通遮断に備え、

国や県及び隣接他町村と連携し、道路防

災点検の実施や情報版の拡充及び防災対

策に努め、災害に強い安全な道づくりを

推進します。 

○橋梁等の老朽化した施設の点検を実施し、

計画的に補修等を行い、施設の安全性や

機能性の確保に努めます。 

○高齢者や障害者等をはじめ誰もが安心し

て通行できるよう、歩行空間の確保やバ

リアフリー化を推進します。  

○南国奄美らしい個性的で魅力的な道路景

観整備と併せ、沿道の緑化や道路美化活

動を進めるため、県や地域住民と連携し

た美しい道づくりを推進します。 
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（主な取組） 

■国道５８号おがみ山バイパス事業の早期

整備促進 

■主要地方道名瀬・瀬戸内線（根瀬部・国

直工区）整備事業の促進  

■（仮称）三儀山バイパス整備事業の促進  

■（仮称）有良・大熊バイパス整備事業の促進 

■名瀬港臨港道路整備事業の促進 

■安全で円滑に通行できる道路網の構築

（幹線指導の整備と県道の整備促進） 

■橋梁長寿命化計画による、計画的な補

修・改修による橋梁整備  

■市道養緑整備の推進 

 

(2)航路・航空路の整備・充実  

○名瀬港については、船舶や旅客の安全

性・利便性の向上、物流の効率化を図る

ため、国や県と連携し、引き続き外郭施

設や臨港道路及び旅客施設等の整備・改

善を促進します。 

○名瀬港本港地区（マリンタウン地区）に

ついては、岸壁の耐震強化や防災拠点と

なる緑地の整備を促進するとともに、中

心市街地の整備と連携した都市機能用地

を確保し、中心市街地を補完した広域的

なみなとまちづくりを推進します。  

○鹿児島新港については、離島住民の利便

性の向上や物流の効率化を促進します。 

○各集落の港湾・漁港については、船舶の

安全な運航と漁業の振興等に寄与する港

として、既存施設の整備・改善や適正な

維持管理に努めます。 

○奄美空港については、航空機の安全な運

航と利用者の利便性の向上を図るため、

設置者の県と連携し、施設の改修や機能

の向上並びに適正な管理に努めます。 

○島内外との交流の促進と住民生活の安定

や利便性の向上を図るため、離島航路・

航空路の維持・充実及び支援制度の継続

実施に努めます。 

○海外からの観光客を視野に入れた大型観

光船の誘致や国際チャーター便の就航に

向けて、ＣＩＱ（出入国手続き）施設な

どの各種機能の整備に関する検討を進め

ます。 

（主な取組） 

■名瀬港改修事業の促進 

■名瀬港本港区（マリンタウン地区）整備事

業の推進  

■旅客施設等のバリアフリー化の促進 

■既存港湾施設の整備改善と適正な維持管理 

■交流人口増加に対応した奄美空港ターミ

ナル施設の整備促進  

■航路・航空路の維持・拡充や航路・航空運

賃の継続的な軽減化への取組の推進 

■奄美大島・喜界島航路対策協議会との連携  

■漁港施設長寿命化・漁港海岸施設長寿命化  

 

(3)公共交通体系の充実  

○各地域、集落等を円滑に連絡する交通手

段の維持を図るため、交通弱者等の島内

移動ニーズに対応した持続可能性の高い

地域公共交通を促進します。 

○公共交通利用促進の取組を強化し、路線

バスの維持・拡充に努めます。 

○廃止路線代替バス等については、更に地

域の実情を踏まえつつ、利用促進と運行

形態の見直しを図り、路線の維持に努め

ます。 

（主な取組） 

■廃止路線代替バス運行費補助事業の継

続実施 

■大島地域バス対策協議会等との連携  
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第３節  自然環境の保全と活用  

１．世界自然遺産登録への取組 

現状と課題  

本市の自然環境は、世界的に見ても貴重

な希少野生動植物が生息し、独特の生態系

を育んでおり、世界中の人々にとっても貴

重なかけがえのない財産となっています。 

このかけがえのない豊かな自然環境を大

切に保全・活用しながら、次の世代に確実

に承継することが肝要です。 

しかしながら、マングースやノイヌ・ノ

ネコ※ 2 による希少動物の捕食、希少植物の

盗掘等により、奄美の希少野生動植物は絶

滅の危機に瀕しています。 

多様な生態系である生物多様性の調査、

把握、保全に努めるなど、本市の有する豊

かな自然を保全・再生することが重要な課

題となっています。 

また、希少野生生物の生息をはぐくむ亜

熱帯性の森は、林業の資源としても活用さ

れており、林業と世界自然遺産登録への取

組の両立を図ることが重要となっています。 

さらには、世界自然遺産登録を見据え、

奄美大島内における自然観光関連施設等に

ついて近隣自治体と連携し、周遊性の確保

に向けた効果的な活用を促進するほか、奄

美群島において持続可能な自然資源の利活

用に向けたエコツーリズム等の取組を推進

するなど、人と自然との共生を図っていく

ために、関係機関の一体的な取組が求めら

れています。 

 
※2【ノイヌ・ノネコ】  

人間の生活圏より離れて山野へ移り、野生生物となった

もの。カタカナ表記して使用している。 
 
 
 
 
 

（計画目標） 

＊国立公園の指定への推進  

＊遺産価値である奄美の豊かな自然環境の

保全と希少な野生動植物の保護  

 

施策の方向  

(1)自然環境の保全・再生  

○奄美大島５市町村において制定された

「奄美大島生物多様性地域戦略」を基に

自然環境の保全や希少野生生物保護対策

に取り組みます。 

○国立公園の地域指定並びに世界自然遺産

登録の早期実現を図るため、関係機関と

の連携を深め、気運の醸成を図ります。 

○アマミノクロウサギ等の希少野生生物の

ロードキル（交通事故）対策やノヤギ、

ノイヌ・ノネコを含めた外来種対策、ま

たサンゴ礁の再生やオニヒトデ駆除等、

自然環境の保護・再生に取り組みます。 

（主な取組） 

■世界自然遺産登録に向けた啓発活動の

強化 

■奄美大島５市町村による自然環境パトロー

ルの実施  

■サンゴ再生事業の継続実施 

■ウミガメ保護監視業務の継続実施 

■ノヤギ駆除事業、オニヒトデ駆除事業の継

続実施 

■外来動植物の適切な管理の促進 

■ノネコ対策事業の実施 

■飼い猫の適正飼養及び野良猫対策事業

の実施  

 

(2)人と自然との共生  

○奄美群島自然共生プラン※ 3 に基づき、関

係機関、地域住民、ＮＰＯ等とのネット

ワークの形成を推進するとともに、地域
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内外への情報発信等に取り組みます。 

○自然環境の保護を目的とした条例の整

備・充実を推進し、多様な自然の生態系

の把握・保全や情報発信に努めます。 

○自然環境の保全に配慮しつつ、地域の特

色を生かしたエコツーリズムや環境学習

の推進を図ります。 

 
※3【奄美群島自然共生プラン】  

奄美群島の多様な自然との共生を目指した地域づくり

の指針。平成１５年９月、県と地元市町村が一体となり

策定したもので、奄美固有の自然とこれにかかわる生活、
文化などを地域づくりの資源＝「宝」として位置づけ、こ

れを再認識・再発見するとともに、これらを核とした「人と

自然が共生する」個性的な地域づくりを目指している。  
 

（主な取組） 

■エコツーリズムの推進  

■奄美市飼い猫の適正飼養条例の普及推進  

■ごみのポイ捨て防止条例の普及推進  

■海岸漂着物地域対策事業の継続実施  

■市町村間の連携による自然観光関連施設

等における周遊性確保に向けた効果的活

用の促進  

 

２．資源循環型社会の構築  

現状と課題  

人間が科学技術の発展を背景に豊かで便

利な生活を求め、大量生産・大量消費等の

経済活動を行ってきたことにより、地球温

暖化による海面水位の上昇に伴う陸域の減

少、豪雨や干ばつなどの異常現象の増加、

生態系への影響や砂漠化の進行など地球規

模の環境問題が顕在化し、大きな社会問題

となっています。 

地球温暖化防止は、全人類で取り組まな

ければならない問題であり、本市でも市民

一体となって地球温暖化防止に取り組む必

要があります。 

また、容器包装リサイクル法が施行され、

リサイクル分別も浸透してきていますが、

更なる分別率の向上、「家電リサイクル法」

「自動車リサイクル法」の徹底を図り、未

活用資源のリサイクルや不法投棄を防止す

るための監視体制の強化に努めなければな

りません。 

さらに、名瀬クリーンセンターの供用開

始（Ｈ９年）から、既に１９年が経過して

おり、リサイクルと廃棄物の減量化による

最終処分場の延命は、行政経費の節減とい

う面からも大きな課題となっています。 

 

（計画目標） 

＊名瀬クリーンセンターへの一般廃棄物搬入

量の 20％以上削減  

＊ごみ焼却から発生するＣＯ２排出量の 10％

削減 

 

施策の方向  

(1)循環型社会への取組  

○奄美市地球温暖化防止実行計画に基づき

温室効果ガス排出を積極的に抑制し、行

政活動に伴う環境負荷を総合的かつ計画

的に提言します。 

○環境教育・環境学習を推進します。 

○自動車リサイクル及び家電リサイクルの

収集運搬料金の軽減措置の促進など離島

排出者の負担軽減を図ります。 

○各種リサイクル法の促進及びごみの減量

化に向けた取組を広域的に行うことで、

廃棄物の適正処理を推進し生活環境の保

全に努めます。 

○廃棄物の排出抑制のため、消費者（市

民）・事業者・行政がそれぞれの立場で、

役割を認識履行すると同時に協働・連携

を目指します。 

○２１世紀の成長産業といわれる環境産業

の育成を促進するため、離島における資
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源循環型のリサイクル産業の整備を図り

ます。 

（主な取組） 

■奄美大島リサイクル促進協議会の活動支

援と自動車リサイクル及び廃家電離島支

援事業の推進  

■不法投棄（家電、自動車、粗大ごみ等）防

止パトロールの強化 

■クリーン監視員の配置継続   

■環境を守る標語・ポスター展の開催  

■環境産業との連携推進 

 

(2)新エネルギーの利活用  

○地球温暖化対策を推進するため、太陽光

発電・風力発電・バイオマスエネルギー

などの地域特性を生かした新エネルギー

の導入を促進します。 

○省エネルギー対策を推進するため、啓発

活動等による市民や事業者への意識の高

揚に努めるとともに、公共施設等への省

エネルギー設備の導入に努めます。 

○低燃費・低公害車の普及や自動車排気ガ

ス等の排出抑制運動を推進し、環境にや

さしい交通手段の普及に努めます。 

（主な取組） 

■新エネルギー普及啓発の推進  

■公用車への低燃費・低公害車の導入  

■バイオマス利活用に向けた事業化の促進  

 

(3)地域活動の推進  

○ごみの減量化・再資源化を推進するため、

事業者や市民への広報・啓発活動の充実

に努めます。 

○環境に配慮した自然にやさしい製品であ

る「グリーン商品※ 4」を積極的に使用す

ることにより、事業者や市民への環境啓

発を行うとともに、環境への負荷低減に

努めます。 

○教育委員会との連携により、学校におけ

る環境教育の充実を図り、学校や地域で

の資源物の集団・拠点回収を推進します。 

○ＮＰＯ法人やシルバー人材センター等を

積極的に活用し、持続可能な環境分野の

雇用創出に努めます。 

○行政・消費者（市民）・事業者との連携に

よるレジ袋のあり方を検討します。 

 
※4【グリーン商品】 

環境や人の健康に影響を与えているような物質の使用

や排出が削減されているなど環境にやさしい商品のこ

と。  
 

（主な取組） 

■環境教育・出前講座等による市民へのリ

サイクル思想の普及・啓発  

■リサイクル商品購入の推進と家庭用生ご

み堆肥化容器助成の継続実施 

■エコマネー※5 事業の推進とリサイクルプラ

ザの検討  

■マイバッグキャンペーンの推進とレジ袋削

減に向けた地域の取組を促進 

 
※5【エコマネー】  

「エコノミー（経済）」と「エコロジー（環境）」 「コミュニティ

（共同体）」が一体となって流通するお金「エコミュニティ

マネー」を略した造語。特定の地域などでのみ流通する
疑似通貨のこと。コミュニティ通貨、地域通貨とも呼ばれ

る。 

 

第４節  安全な地域づくりの推進  

１．防災対策・体制の強化  

現状と課題  

本市は、台風の常襲地帯に位置している

ことに加え、急峻な地形を有する地域が多

く、また近年の集中豪雨や近海での地震発

生などから、水害、土砂災害、津波、高潮

等のさまざまな災害への対策が求められて

います。 
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平成２２年１０月奄美豪雨災害において

は、市内の広い地域で崖崩れや河川の氾濫

などが発生し、数名の死傷者や数多くの家

屋浸水等の甚大な被害を受けました。 

この災害では特に、一般加入電話や携帯

電話等あらゆる通信手段が寸断されたこと

によって一時連絡がとれない地域も発生し、

災害等の非常時にも対応できる情報通信体

制のあり方が大きな課題となりました。 

本市の市街地においては、未だ山裾地区

等の土砂災害危険区域内に家屋が密集して

いる地区や、道路幅員が狭く消防活動が困

難な地区が点在するなど、土砂災害や都市

火災等への対策が必要になっています。 

こうした中、市民生活の安全と安心を確

保するためには、防災対策工事や情報通信

体制等の基盤整備と併せ、市民自らの防災

意識の向上と災害の発生状況に対応できる

地域の防災体制の強化が重要となっていま

す。 

消防体制については、災害の大規模化、

市民ニーズの多様化等により、この変化に

防災の拠点として安全・確実・迅速な対応

が必要とされていることから、体制の充実

強化を図るために、地域防災の中核となる

消防団活動の促進や防災関係機関等との連

携強化をより密に行うとともに、自主防災

組織の育成等による市民の防災意識の高揚

が不可欠となっています。 

救急業務については、交通事故の増加、

高齢化の更なる進展や市民意識の変化に伴

い、救急業務に対する需要への対応や近年

の応急手当・処置拡大の重要性など救急技

術の高度化が急務となっている中で、救命

率の向上を図るためには、ＡＥＤ（自動体

外式除細動器）※ 6 を含む救急講習の普及を

促進するなど高度な専門知識と常時対応で

きる体制が求められています。 

 
※6【AED（自動体外式除細動器）】 

心停止の一病態である「心室細動」の際に機器が自動

的に解析を行い、必要に応じて電気ショックを与え、心
臓の働きを戻すことを試みる医療機器。 

 

（計画目標） 

＊自主防災組織率 

平成 27 年度  56.4％ →  

平成 32 年度  70.0％ 

 

施策の方向  

(1)防災対策・体制の強化  

○県との連携を図り、急傾斜、砂防、治山、

治水等の防災対策事業を計画的に導入・

促進するとともに、国へ無電柱化の推進

について要望するなど、災害に強い基盤

整備を推進します。 

○大規模災害発生時に備え、避難・救援・

復旧作業等の陸上・海上ルートを確保す

るため、道路網の整備や名瀬港の耐震岸

壁等の整備を促進します。 

○山裾地区等の土砂災害危険区域では、県

と連携し防災対策工事やがけ地近接住宅

等移転事業等を促進に努めます。 

○農地や人家等における風害・潮害、高潮

等による災害の防止を図るため、自然環

境や生態系に配慮した海岸保全施設や防

風林の整備を図ります。 

○風水害や地震等のあらゆる災害に備え、

「奄美市地域防災計画」に基づき、関係

機関合同による災害危険箇所の掌握点検

や防災訓練の実施、危機管理体制の強化、

警戒避難体制の確立、住民の防災意識の

向上や自主防災組織の育成、災害時要援

護者対策の促進などに努めます。 

○災害時における市民への情報提供や関係
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機関等との迅速かつ的確な相互連絡を行

うため、地元ＦＭ・テレビ放送等との連

携及び情報収集伝達体制の確立に努めま

す。 

○土砂災害等で孤立化する恐れのある地域

については、関係機関と連携し、孤立地

域の救援体制の確立や情報伝達手段の確

保に努めます。 

（主な取組） 

■急傾斜地崩壊対策事業、小規模急傾斜

地崩壊対策事業、砂防事業、治山事業の

促進 

■河川防災対策事業、住用川内水対策事

業、災害防除事業の推進  

■がけ地近接住宅等移転事業等の促進  

■国道５８号おがみ山バイパス事業の早期

整備促進 

■主要地方道名瀬・瀬戸内線（根瀬部・国

直工区）整備事業の促進  

■避難・代替道路網の早期整備促進 

 [（仮称）三儀山バイパス・（仮称）有良・大

熊バイパスの計画実現 ] 

■名瀬港改修事業の促進（再掲） 

■関係機関合同による防災点検と防災訓練

の実施  

■防災マップ及び避難勧告基準の作成  

■防災施設整備等による危機管理体制の

強化 

■自主防災組織の育成と活動助成等の推進 

■防災行政無線のデジタル化整備推進 

■衛星携帯電話等の災害に強い通信体制

の整備推進  

■地元ＦＭ、テレビ放送等との災害情報提

供体制の連携強化  

 

 

(2)消防・救急体制の強化  

○複雑多様化する災害に的確に対応するた

め、関係機関と連携を密にし、設備や資

機材の充実、消防職員や消防団員の資質

と技術の向上を図り、消防体制と救急・

救助体制の強化に努めます。 

○救急業務の高度化を図るため、専門的な

知識や技能を修得する救急救命士の養成

や救急隊員に対する教育訓練の充実に努

めます。 

○住宅火災の未然防止及び死傷者の減少を

目指し、一般住宅への住宅用火災警報器

の早期普及を促進するとともに、高齢者

世帯等の防火安全対策の指導強化に努め

ます。 

○火災予防運動の展開等による広報活動の

強化や自主防災組織及び婦人防火クラブ

の育成強化を促進し、市民の防災意識の

向上に努めます。 

（主な取組） 

■奄美ドクターヘリ運用に伴う医療機関等と

の連携強化  

■消防車両や資機材の配置更新 

■消防拠点施設の整備推進 

■奄美海上保安部等と大島地区消防組合

の相互協力による水難事故への救助体

制の充実・強化  

■鹿児島県消防学校等への消防職員及び

消防団員の派遣研修  

■消防団員の確保と消防団活動の活性化  

■住宅用火災警報器の設置促進 

■防火意識の高揚と自主防災組織の育成  
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２．交通安全・防犯対策の強化  

現状と課題  

今日の車社会や高齢化社会が進行する中、

本市では、行政と市民とが一体なって、交

通安全運動等を推進し、交通安全に対する

認識の向上に努めてきております。 

しかしながら、近年の交通事故の状況を

見ると、発生件数は減少傾向にあるものの

死者や多くの負傷者が出ており、道路交通

環境の整備改善、交通マナーやモラルの向

上などの交通安全対策が必要となっていま

す。 

市民の安全・安心な生活を確保していく

ためには、交通安全対策と併せ、犯罪のな

い明るい地域社会づくりも必要です。 

今後とも、関係団体やボランティア団体

などと連携し、地域における防犯体制の充

実と防犯活動を推進し、市民一人ひとりが

防犯に対する意識を高めていくことが必要

です。 

 

（計画目標） 

＊奄美市交通安全計画に基づく交通安全意

識の向上と安全な交通環境の充実  

 

施策の方向  

(1)交通安全意識の啓発  

○子どもや高齢者等の交通安全教育を推進

し、交通ルールの遵守、交通マナーやモ

ラルの向上に努めます。 

○地域、学校、警察等と連携して交通安全

運動を推進し、交通安全意識の普及・高

揚に努めます。 

○交通事故による被災者を救済するため、

交通災害共済制度の加入を促進します。 

 

 

（主な取組） 

■交通安全教育や広報活動の推進 

■交通安全運動（職員の立哨による指導、

道路パトロール等）の継続実施 

■交通災害共済制度の加入促進 

 

(2)安全な交通環境の整備  

○学校の通学路や交通事故の危険箇所等の

点検を実施し、道路や交通安全施設等の

整備改善に努めます。 

○高齢者や障害者をはじめすべての人々が

安全で歩きやすい環境を確保するため、

バリアフリーに配慮した道路の整備を進

めるとともに、街灯や防犯灯を設置し、

人に優しい道づくりを推進します。 

 

(3)防犯対策の推進  

○防犯活動を推進し、市民の防犯意識の高

揚に努めます。 

○地域の関係機関・団体及びボランティア

と連携し、地域ぐるみの防犯体制の強化

に努めます。 

○犯罪を未然に防止するため、防犯パトロ

ールの実施やＬＥＤ防犯灯の整備等を促

進し、安全な環境づくりに努めます。 

（主な取組） 

■関係団体等との連携による地域防犯体制

の強化  

 

 

 

 

（主な取組） 

■交通安全施設、ゾーン３０、街灯・道路照

明灯の整備促進  

■バリアフリーに配慮した道路の整備・改善 
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３．安全な市民生活の確保  

現状と課題  

本市のような離島においては、生活関連

物資や産業資材等の多くを本土からの移入

に依存せざるを得ないため、輸送費の負担

がかかります。そのため、奄美地区の物価

水準は依然として本土地区と比べ高い水準

となっており、今後とも本土との価格差縮

小に向けた取組が必要となっています。 

市民の消費生活を取り巻く環境は、近年

の情報化、高齢化等の社会経済情勢の変化

により、複雑・多様化する傾向にあります。 

消費生活が豊かになる反面、多種多様な

商品の氾濫や販売競争が激化しさまざまな

消費生活問題が発生するなど、消費者が自

らの意志に基づき適切な判断が行えるよう

支援することが必要となっています。 

また、消費生活相談については、法整備

等が進んではいるものの、依然として多重

債務、架空請求やインターネットによるト

ラブル等の相談が続いている状況です。こ

うしたさまざまな消費生活相談に対応でき

るよう奄美市消費生活センターの体制を整

えることが必要となっています。 

 

（計画目標） 

＊消費生活における被害防止や、その安全を

確保するための情報提供、相談体制の強

化  

 

施策の方向  

(1)離島物価対策の推進  

○生活関連物資の物価・流通の状況により、

必要に応じて、国・県・関係業界に対し、

本土との格差縮小に向けての協力要請及

び要望活動を行います。 

○価格差の大きい石油製品等について、安

定的かつ効率的な供給体制を確立し、流

通費用の軽減方策や必要な施設整備のた

めの取組を促進します。 

（主な取組） 

■生活関連物資の物価安定要望活動の実施  

■離島における割高なガソリン価格是正のた

めの要望活動の実施  

 

(2)消費生活相談体制の充実  

○消費生活講座や広報誌及び地元マスコミ

等を活用し、消費者への情報提供や意識

の啓発に努めます。 

○弁護士会と連携を図り、消費生活問題等

に対する相談体制の充実・強化を図りま

す。 

（主な取組） 

■消費生活情報のチラシ、パンフレットの作

成・配布  

■無料法律相談の継続実施 

■消費生活相談員に必要な専門的知識及

び技術習得のための研修への参加 

 

 


